
 

仕  様  書 

 

 

１．件 名    マイナポータル等利用支援用機器一式賃貸借 

 

２．賃貸借期間  令和７年６月 1日から令和８年３月３１日 

 

３．納入期限   令和７年５月３０日 

 

４．担当部課   市川市 市民部 市民課 

 

５．賃貸借物件 

  マイナポータル等利用支援用機器一式。詳細は、別紙１「賃貸借物件一覧」のとおり。 

  

６．納入場所   市川市 市民部 市民課（市川市八幡１丁目１番１号） 

 

７．設置場所 

 （１）市川市 市民部 市民課マイナンバーカードセンター（市川市南八幡４丁目２番５号 いちか

わ情報プラザ１階） 

 （２）市川市 市民部 大柏出張所（市川市南大野２丁目３番１９号） 

 （３）市川市 市民部 市川駅行政サービスセンター（市川市市川南１丁目１番１号 ザ タワーズ

イースト３階） 

 （４）市川市 行徳支所 市民課（市川市末広１丁目１番３１号） 

 （５）市川市 行徳支所 南行徳市民センター（市川市南行徳１丁目２１番１号） 

（６）市川市 市民部 市民課（市川市八幡１丁目１番１号） 

  上記、設置場所以外で使用する場合は、賃貸人と賃借人が協議して決めるものとする。 

 

８．納品物件 

  「５．賃貸借物件」に示された物件に係る以下のドキュメントを「４．担当部課」で指定した

場所に、期限までに提出すること。 

 

納 品 ド キ ュ メ ン ト 一 覧 表 

№ 納 品 ド キ ュ メ ン ト 期 限 

１ 納入予定物件一覧 契約日 

２ 体制表（納入後の連絡先を含む） 
契約日から 7日以内 

３ 情報セキュリティ対策チェックリスト 

４ 機器設置作業報告書 

納入期限 ５ 
賃貸借物件に付属するドキュメント（写しで

も可） 

６ 納入物件一覧 
 

９．賃貸借物件の納入 

   賃貸借物件は、賃貸人の負担により「６．納入場所」に示す納入場所に、「５．賃貸借物件」

で指定した数量を搬入すること。 
また、「５．賃貸借物件」で指定したすべての物件について、接続に必要な設定作業を完了さ

せ、動作確認のうえ使用できる状態とし、その作業内容及び動作確認結果を「機器設置作業報

告書」としてまとめ、納入期限までに提出すること。ただし、納入期限までに納入済の物件に

関してはこの限りではない。 
 



 
１０．賃貸借期間終了後について 

賃貸借期間終了後は、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により機器の全てを撤

収すること。なお、その撤収時において機器に内蔵される記憶媒体に賃借人により作成された

データが存在する場合は、賃借人の責任で消去するが、賃貸人は返却された機器より当該デー

タを復元してはならない。 
 
１１．秘密の保持 

（１）賃貸人は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同

様とする。 

（２）賃貸人は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱

特記事項」を遵守しなければならない。 

 

１２．情報セキュリティの確保 

賃貸人は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記２「情報

システムに関する情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。 
 
１３．契約不適合責任 

   本契約による賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを賃借

人が認識した場合、認識した時点から 1 年以内の間に賃貸人に対する通知を行うことにより、

賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することがで

きるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損

害賠償の請求を行えないものとする。 

 
１４．賃貸借物件の維持 
   賃貸借物件の保守については、賃貸人の責任で行うものとし、障害発生時には速やかに復旧

又は代替機対応を行うこと。 
 
１５．公租公課 

   物件に係る公租公課は、賃貸人の負担とする。 

 

１６．権利義務の譲渡の禁止 

この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を

担保に供することはできない。 

 

１７．その他 

（１） 賃貸借物件のタブレット端末について、賃借人はアプリケーションをダウンロードする

ことがある。 
（２） 賃貸人は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 
（３） 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定

めるものとする。 
（４） 契約の履行上の疑義については、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。 

 



 

別紙１ 

賃貸借物件一覧 
 
タブレット端末 11 台 

項 項目 仕  様 

１ ＯＳ Windows 11（64bit）以上 

２ ＣＰＵ Intel Core™ i5以上とする。 

３ メモリ 8GB以上 

４ 表示機能 10インチ以上とする。 

５ 記録装置 HDD（SSD）容量 256GB（オンボード） 

６ 通信 ﾜｲﾔﾚｽ IEEE802.11a/b/g/n/ac 

７ インターフェイス USB3.0 

８ その他 

電源（アダプター）、キーボード、テンキー（キーボード及びテンキ

ーは端末 1台につき各 1台） 

キーボード及びテンキーを接続するために必要な USBハブ等 

 
 
ポケットＷi-Ｆi 4 台 

項 項目 仕  様 

１ 通信方式 3G/4GLTE/4G 

２ 無線 LAN 規格 IEEE802.11a/b/g/n/ac 

３ 同時接続可能台数 10台までとする 

４ 利用可能データ量 月 100ＧＢ以上 

５ その他 電源（アダプター） 

 



  

別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守し、個人の権利利益を侵害すること

のないよう努めなければならない。 

 （個人情報の機密保持義務） 

第２条 賃貸人は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に

漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。 

 （受託目的以外の個人情報の利用の禁止） 

第３条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は

利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。 

 （第三者への個人情報の提供の禁止） 

第４条 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個

人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 （再委託の禁止又は制限） 

第５条 賃貸人は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三

者に再委託するときは、必ず賃借人の承諾を得るものとする。 

（適正管理） 

第６条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個

人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。賃貸人自らが当該事務を処理

するために収集した個人情報についても、同様とする。 

（個人情報の複写又は複製の禁止） 

第７条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個

人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはなら

ない。 

(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信（電気通信事業法第２条第１号に

規定する電気通信をいう。）を利用して、この契約により指定された場所以外の

場所に送信すること。  

 

（個人情報の無断持ち出しの禁止） 

第８条 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、

賃借人の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) この契約により指定された場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 



  

（事故発生時の報告義務） 

第９条 賃貸人は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資

料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあるこ

とを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。 

 （個人情報の返還又は抹消義務） 

第１０条 賃貸人がこの契約の事務を処理するために、賃借人から提供を受け、又

は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約

期間の満了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡し、若しくは賃借人の指示に従

い抹消するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるも

のとする。 

 （賃貸人の事業所への立入検査に応じる義務） 

第１１条 賃借人は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る賃貸人の

事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は賃貸人に参考となるべき報告

若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 賃貸人は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠っ

てはならない。 

 （損害賠償義務） 

第１２条 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人は

それにより生じた損害を賠償しなければならない。 



  

別記２ 

情報セキュリティ取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 賃貸人は、この契約に基づく業務（以下「本件業務」という。）を履行するに当たっては、

適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講

じなければならない。 

（定義） 

第２条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 本件業務に関する情報 賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人へ提供した情報（個

人情報を含む）又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をい

い、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。 

（２） 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保

し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情

報を守ることをいう。 

（３） 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすること

をいう。 

（４） 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。 

（５） 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにす

ることをいう。 

（６） 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータと

ネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。 

（７） マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。 

（８） 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。 

（目的外利用の禁止） 

第３条 賃貸人は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するとき

は、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。 

２ 賃貸人は、本件業務の履行に当たり賃借人に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法

について明示し、賃借人の承認を得なければならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止又は制限） 

第５条 賃貸人は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託

するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず賃借人の承諾を得るものとする。 



  

２ 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先

に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの

管理体制について賃借人に報告しなければならない。 

３ 賃貸人は、賃借人が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不

十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更

又は中止をしなければならない。 

（適正管理） 

第６条 賃貸人は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第７条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（無断持ち出しの禁止） 

第８条 賃貸人は、本件業務に関する情報について、賃借人の承諾なしに、次に掲げる行為をしては

ならない。 

（１） この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 

（２） 電子メール、ファックスその他の電気通信（電気通信事業法第２条第１号に規定する電気通

信をいう。）を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。 

（情報セキュリティの維持、改善等） 

第９条 賃貸人は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び

可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。 

（１） マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフト

の導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを

阻害してはならない。 

（２） 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し

対応策を講じなければならない。この場合において、賃貸人が開発し、又は開発させ賃借人に

納入している情報システムの改修が必要となるときは、賃借人と対応策を協議するものとする。 

（３） 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要

な措置を講じなければならない。 

（４） その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、賃借人と協議の上、対応

策を講じなければならない。 

２ 賃貸人は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。 

３ 賃貸人は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を

整備しておかなければならない。 

 



  

 （情報セキュリティインシデントへの対応等） 

第１０条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、賃貸人は、直ちに、賃

借人に報告するとともに、賃借人の指示に従い、その対応策を講じなければならない。 

２ 賃貸人は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を賃借人に報告しなければならな

い。 

３ 賃借人は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があ

ると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。  

（情報セキュリティの管理体制） 

第１１条 賃貸人は、第１条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について賃借人と協議し

なければならない。 

２ 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割

を明確にしておかなければならない。 

３ 賃貸人は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリテ

ィインシデントに対する訓練を実施するものとする。 

 （不要な情報の返却又は廃棄） 

第１２条 賃貸人は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又

は復元できないような形で廃棄しなければならない。 

２ 賃貸人は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって賃借

人に報告するものとする。 

（報告の徴収及び立入検査等） 

第１３条 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、賃貸人に対し、必要に応じて本件

業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。 

２ 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、

本件業務と係わりのある場所に立ち入り、賃貸人が講じた情報セキュリティ対策の実施状況につい

て検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維

持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。 

３ 賃貸人は、賃借人から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなけれ

ばならない。 

（損害賠償義務） 

第１４条 賃貸人は、賃貸人又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、

滅失、毀損、不正使用その他の違反によって賃借人又は第三者に生じた一切の損害について、賠償

の責めを負う。 
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